
（平成２４年１月１８日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 16 件

国民年金関係 8 件

厚生年金関係 8 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 21 件

国民年金関係 6 件

厚生年金関係 15 件

年金記録確認神奈川地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



 

  

神奈川国民年金 事案 6465 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 49 年 10 月から 50 年３月までの期間及び同年７月から同年

12 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められ

ることから、納付記録を訂正することが必要である。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 49年 10月から 50 年３月まで 

             ② 昭和 50年７月から同年 12月まで 

    私は、昭和 49 年８月に会社を退職後に、厚生年金保険から国民年金への

切替手続を行った。申立期間①及び②の国民年金保険料については、私が

金融機関か市役所の窓口で、３か月に１回、3,000 円ぐらいを納付書によ

り納付していた。 

    申立期間①及び②の国民年金保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料について、３か月に１回、3,000 円

ぐらいの金額を納付書により金融機関か市役所で納付していたと主張してい

るところ、申立人が納付していたとする保険料額は、申立期間①及び②当時

の保険料額とおおむね一致することから、申立内容に特段不合理な点は認め

られない。 

   また、申立人の母親は、「娘（申立人）が昭和 51 年に結婚するまで、届い

た納付書により国民年金保険料を納付していたことを聞いている。」旨証言

している。 

   さらに、申立人は申立期間以外の国民年金加入期間について、国民年金保

険料の未納は無く、申立期間の前後の期間は納付済みであり、任意で国民年

金に加入している期間もあることなどから保険料の納付意識は高かったもの

と認められる。 

   加えて、申立期間①及び②は、それぞれ６か月と短期間である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6466 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 59 年４月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

付加保険料を含めて納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59年４月から 61年３月まで 

    私は、昭和 49 年 12 月末日に会社を退職したことを契機に、翌月、市役

所で厚生年金保険から国民年金への切替手続を行った。その際、付加年金

にも加入した。手続後の国民年金保険料については、付加保険料を含め月

額 7,000 円ぐらいを金融機関で納付書により 61 年４月に第３号被保険者に

種別変更するまで自分で納付していた。申立期間の付加保険料を含む国民

年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 50 年１月頃に、市役所で厚生年金保険から国民年金への切

替手続を行い、後日届いた納付書により金融機関で付加保険料を含めた国民

年金保険料を第３号被保険者に種別変更するまで納付していたと主張してい

るところ、申立人が納付したとする金額は、申立期間当時の付加保険料と定

額保険料を合わせた金額とおおむね一致しており、申立人の主張に特段不合

理な点は認められない。 

   また、申立人は、申立期間前の国民年金加入期間は付加保険料を含めた国

民年金保険料が納付済みとなっており、申立期間を通じて申立人及びその夫

の住所や仕事に変更は無く、生活状況に大きな変化は認められない上、申立

人の夫は、「妻（申立人）が会社を退職した後、市役所で国民年金への切替

手続を行い、届いた納付書により付加保険料を含めた国民年金保険料を金融

機関で納付していたことを聞いており、保険料の納付を途中で中断したと聞

いたことはない。」旨証言している。 

   さらに、申立人は、申立期間以外にも 10 年以上にわたって国民年金保険料



 

  

を、付加保険料とともに納付していることなどから、保険料の納付意識は高

かったものと認められる上、申立期間は 24 か月と比較的短期間である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を付加保険料を含めて納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6467 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 58 年 10 月から 59 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年 10月から 59年３月まで 

    私は、昭和 53 年に会社を退職し、次の仕事では厚生年金保険に加入でき

なかったため、区役所で国民年金の加入手続を行った。国民年金保険料に

ついては、その時々の状況によって、納付できる分の保険料を納付してい

たが、申立期間については、区役所が発行した納付書の期限が過ぎてしま

ったので、区役所に相談に行き、６か月分の保険料として３万 7,000 円ぐ

らいをまとめて納付した。申立期間が未納とされていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料として、３万 7,000 円ぐらいをまと

めて納付したと主張しているところ、当該期間当時の保険料額とおおむね一

致している。 

   また、申立人は、申立期間の前後の国民年金加入期間の国民年金保険料が

13 年余りにわたり納付済みとなっている上、その前後を通じて申立人の住所

や仕事に変更は無く、生活状況に大きな変化は認められないことから、途中

の申立期間の保険料が未納とされているのは不自然であるとともに、申立期

間は６か月と短期間である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6468 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成７年 12 月の国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成７年 12月 

             ② 平成９年４月 

             ③ 平成 11年７月から同年 10月まで 

    私が 22 歳になった平成３年＊月頃、母親が私の国民年金の加入手続を区

役所の出張所で行い、国民年金保険料については、加入当初は学生だった

ので申請免除としたが、４年４月からの保険料は送られてきた納付書によ

り母親又は私が区役所又は銀行で納付していた。 

    申立期間①、②及び③の国民年金保険料については、勤め先を退職して

から次の勤め先までの期間が短かったため、後日送られてきた納付書で申

立期間後にそれぞれまとめて私又は母親が区役所又は銀行で納付していた。 

    申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人は、勤め先を退職した後に納付書が送られ

てきたときに、申立人又はその母親が区役所又は金融機関でまとめて国民

年金保険料を納付していたと主張しているところ、申立人のオンライン記

録によると、当該期間の国民年金の被保険者資格は、平成９年４月に記録

が追加されており、申立人は同年３月の保険料を同年６月に過年度納付し

ていることが確認できることから、同年同月時点で当該期間の保険料を過

年度納付することが可能であった上、同年３月の保険料と一緒に当該期間

の保険料を納付したと考えても不自然ではない。 

    また、申立人は、申立期間①、②及び③を除く国民年金加入期間の国民

年金保険料を全て納付していることから、保険料の納付意識は高かったも



 

  

のと認められるとともに、申立期間①は、１か月と短期間である。 

 

  ２ 一方、申立期間②について、申立人は、申立人又はその母親が区役所又

は金融機関で当該期間の国民年金保険料を納付していたと主張しているが、

申立人のオンライン記録によると、平成 11 年９月に時効後納付による過誤

納が発生したことから、同年 10 月に当該期間の保険料の還付決議が行われ、

同年 12 月に申立人の口座へ送金されたことが確認できる上、申立人もその

ようなことがあった気がすると述べている。 

    また、申立期間③について、申立人のオンライン記録によると、平成 16

年３月に当該期間の国民年金の被保険者資格取得の記録が追加されている

ことから、当該期間は当時、国民年金の未加入期間で国民年金保険料を納

付することができない期間である上、被保険者資格を取得した同年同月時

点でも当該期間は時効により保険料を納付することができない期間である。 

    さらに、申立期間②及び③は、平成９年１月の基礎年金番号の導入後の

期間であり、基礎年金番号に基づき、国民年金保険料収納事務の電算化が

図られていた状況下において、当該期間の記録管理が適切に行われていな

かったとは考えにくい。 

    加えて、申立人が申立期間②及び③の国民年金保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

平成７年 12 月の国民年金保険料については、納付していたものと認められ

る。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6469 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 38年 10 月から 39年３月までの期間及び

49 年 11 月の国民年金保険料については、納付していたものと認められるこ

とから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38年 10月から 39 年３月まで 

             ② 昭和 49年 11月 

             ③ 昭和 58年１月から同年９月まで 

    私の父親は、私が 20 歳になった昭和 38 年＊月頃に、市役所の出張所で

私の国民年金の加入手続を行った。申立期間①の国民年金保険料について

は、同出張所で私の両親が納付していた。私が結婚するときに私の母親か

ら年金手帳を渡され、「保険料は全て払っておいたから、今後は自分で払

うように。」と言われたことをはっきりと覚えている。 

    また、申立期間②及び③については、昭和 49 年 11 月に会社を退職する

際、会社の担当者から国民年金に加入するように勧められたので、会社を

退職するたびに市役所の支所や町役場で厚生年金保険から国民年金への切

替手続を行い、国民年金保険料を納付していた。 

    申立期間①、②及び③の国民年金保険料が未納又は国民年金に未加入と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人は、20 歳になった昭和 38 年＊月頃に、そ

の父親が市役所の出張所で申立人の国民年金の加入手続を行い、申立人の

両親が当該期間の国民年金保険料を納付していたと主張しているところ、

申立人の国民年金手帳記号番号は、39 年 10 月に払い出されていることが

確認できることから、その時点において、当該期間の保険料は過年度納付

により納付することが可能であった。 

    また、申立人の国民年金保険料を納付していたとするその母親は、国民



 

  

年金に任意加入し、国民年金加入期間について保険料を全て納付している

ことから、保険料の納付意識は高かったものと認められる上、申立期間①

直後から申立人が昭和 41 年 10 月に結婚するまでの保険料は全て納付済み

となっていることから、その母親が、６か月と短期間である申立期間①の

保険料を納付したと考えても特段不合理ではない。 

    さらに、申立期間②について、申立人は、会社を退職した昭和 49 年 11

月頃に厚生年金保険から国民年金への切替手続を行い、当該期間の国民年

金保険料を納付したと主張しているところ、申立人のオンライン記録によ

ると、当該期間直後の保険料は、現年度納付により納付済みとなっている

ことが確認できることから、申立人が、厚生年金保険から国民年金への切

替手続を適切に行ったことが推認でき、切替手続を適切に行ったにもかか

わらず、切替直後で１か月と短期間である当該期間の保険料を納付しなか

ったとするのは不自然である。 

 

  ２ 一方、申立期間③について、申立人は、会社を退職した後の昭和 58 年１

月頃に厚生年金保険から国民年金への切替手続を行い、当該期間の国民年

金保険料を納付していたと主張しているが、申立人のオンライン記録及び

特殊台帳には、申立人が同年同月に厚生年金保険から国民年金への切替手

続を行った形跡が無いことから、当該期間は国民年金に未加入で保険料を

納付することができない期間である上、別の国民年金手帳記号番号が払い

出された形跡も見当たらない。 

    また、申立人が申立期間③の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、源泉徴収票等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 38 年 10 月から 39 年３月までの期間及び 49 年 11 月の国民年金保険料

を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6470 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 37 年４月から 38 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 38年３月まで 

    私の夫は、Ａ区に住んでいた頃に、夫婦二人の国民年金の加入手続を行

った。加入手続後の国民年金保険料については、私が、自宅に来ていた集

金人に１か月当たり 100 円を夫婦二人分一緒に納付していた。申立期間が

国民年金に未加入で保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人は、Ａ区に住んでいた頃に、その夫が夫婦二人の国民年金の加入

手続を行い、加入手続後の国民年金保険料については、申立人が自宅に来

ていた集金人に夫婦二人分を一緒に納付していたと主張しているところ、

昭和 37 年 11 月にＡ区で、申立人及びその夫のものと思われる国民年金手

帳記号番号が連番で払い出されており、申立期間当時、申立人が居住して

いた区では同年７月から集金人制度が存在していたことが確認できる上、

申立人が納付していたとする保険料額は申立期間当時に実際に納付した場

合の保険料額と一致していることから、申立人が同年４月から保険料を納

付していたとしても不自然ではない。 

    また、申立人と一緒に国民年金保険料を納付していたとするその夫の昭

和 37年４月から 38年３月までの保険料は、納付済みとなっている。 

 

  ２ 一方、申立期間のうち、昭和 36 年４月から 37 年３月までの期間につい

ては、上述のとおり、当該期間当時、申立人が居住していた区では集金人

制度が存在しなかったことが確認できる上、申立人は集金人以外に国民年

金保険料を納付した記憶は無いとしているととともに、その夫の当該期間



 

  

の保険料も未納となっていることから、申立人が当該期間の保険料を納付

していたとは考えにくい。 

    また、申立人が、昭和 36 年４月から 37 年３月までの国民年金保険料を

納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほか

に当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当た

らない。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 37 年４月から 38 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6471 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 58 年２月、同年３月及び 61 年４月の国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 58年２月及び同年３月 

             ② 昭和 61年４月 

    私は、昭和 49 年４月に、区役所で国民年金の加入手続を行い、集金人に

来てもらって国民年金保険料を納付していた。また、集金人が来なくなっ

てからは、自宅に来ていた取引先の金融機関の人に、納付書と保険料を預

けて納付を依頼していた。私はいつも、納付すべき保険料額を封筒に入れ

用意していたので、いつまでも封筒にお金が残っていたら、納付していな

いことに気付くはずであるが、そういうことは無かった。申立期間①及び

②の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①及び②は、それぞれ２か月及び１か月と短期間であり、申立期

間①及び②の前後の期間の国民年金保険料は納付済みとされており、その前

後を通じて、申立人の住所及びその夫の職業に変更は無く、保険料の納付が

困難な状況にあったと確認される事情も見当たらないことから、途中の申立

期間①及び②の保険料のみを納付しなかったとは考え難い。 

   また、申立人は、国民年金に加入して以降、申立期間①及び②を除き、370

か月以上に及ぶ国民年金加入期間の国民年金保険料は全て納付している上、

厚生年金保険から国民年金への切替手続を適切に行っていることが確認でき

ることから、保険料の納付意識は高かったものと認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間①及び②

の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6472 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 61 年８月の国民年金保険料については、納付していたものと

認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

    住    所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61年８月 

    私は、昭和 61 年４月に結婚し、同年５月下旬に入籍の届出をするため市

役所に行き、国民年金の加入手続を行った。国民年金保険料の納付につい

ては、口座振替の手続を行い、振替が開始されるまでは、納付書で納付し

ていた。口座振替開始後に納付書が送付されてきたことがあり、自宅近く

の郵便局から保険料を支払った記憶がある。申立期間の保険料が未納とさ

れていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は、１か月と短期間で、当該期間の前後の期間の国民年金保険料

は納付済みであり、申立期間の前後を通じて、申立人の住所や仕事に変更は

無く、生活状況に大きな変化は認められないことから、申立期間の保険料の

み未納とされているのは不自然である。 

   また、申立人は、昭和 61 年５月に行った国民年金の加入手続当初は、国民

年金保険料は納付書で納付し、その後、口座振替で納付したとしており、口

座振替が開始された後に納付書が送付されてきたので、すぐに郵便局で保険

料を納付したと述べているところ、オンライン記録では、62 年９月８日に、

申立人に納付書が発行されていることが確認でき、その時点で申立期間は過

年度納付により保険料を納付することが可能な期間であり、当該郵便局にお

いては、申立期間当時、過年度保険料を収納していたことが確認できること

から、申立人の主張に特段不合理な点は認められない。 

   さらに、申立人は、申立期間を除いて、昭和 61 年４月から 25 年以上にわ

たる期間の国民年金保険料を全て現年度納付している。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7436 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係

る記録を昭和 46 年５月 16 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を、44

年９月から 45 年９月までは３万円、同年 10 月から 46 年４月までは４万

2,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44 年９月 30 日から 46 年５月 16 日まで 

    私は、昭和 41 年１月 13 日から 46 年５月 15 日までの期間において、

Ａ社Ｂ営業所に継続して勤務していた。 

    しかし、厚生年金保険の記録では、昭和 44 年９月 30 日に資格喪失と

なっており、申立期間が被保険者期間となっていない。 

    私は、途中で退職していないし、業務内容が変更となったことも無い。 

    調査の上、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社が提出した人事記録、複数の同僚の供述及び雇用保険の記録により、

申立人は、申立期間において同社に勤務していたことが認められる。 

   また、上記の人事記録において、申立人の業務内容及び勤務形態が途中

で変更された記録は無い上、複数の同僚が、「申立人は、正社員としてＣ

業務を行っていた。途中で業務内容や勤務形態が変わったことは無い。」

と供述している。 

   さらに、複数の同僚が、「当時、Ｃ業務は正社員のみであり、正社員は、

厚生年金保険に強制加入であった。」と供述している。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険



                      

  

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

44 年８月の社会保険事務所（当時）の記録及び申立人と年齢や資格取得

日が近く、申立人と同様の業務を行っていたとする複数の同僚の申立期間

における標準報酬月額に係る社会保険事務所の記録から判断すると、同年

９月から 45 年９月までは３万円、同年 10 月から 46 年４月までは４万

2,000 円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主は不明としているが、申立期間に行われるべき

事業主による健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届や申立て

どおりの資格喪失届を提出する機会があったこととなるが、いずれの機会

においても社会保険事務所が当該届出を記録しておらず、これは通常の事

務処理では考え難いことから、事業主は、昭和 44 年９月 30 日を資格喪失

日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年９月から

46 年４月までの保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事

務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当

した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る

申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7437 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における被保険者資格喪

失日に係る記録を昭和 62 年１月 11 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額

を 15 万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61 年 12 月 31 日から 62 年１月 11 日まで 

    私は、Ａ社でＢ職として申立期間においても勤務していたが、同社に

おける厚生年金保険被保険者資格の喪失日は昭和 61 年 12 月 31 日とな

っている。同年分の所得税源泉徴収簿等を提出するので、申立期間を被

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の勤務についての記憶及び雇用保険の加入記録から、申立人は、

申立期間においてＡ社に勤務していたことが認められる。 

   また、申立人が所持している昭和 61 年分所得税源泉徴収簿には、事業

所名の記載が無いものの、申立期間の厚生年金保険料が控除されている旨

の記載が確認できる。 

   さらに、申立人が所持している昭和 61 年分の所得税の確定申告書に記

載されている社会保険の支払保険料額は、上記の所得税源泉徴収簿に記載

されている社会保険料控除額と一致する。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間の厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、厚生年金保険の保険給付及

び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報酬月額を改定又は決

定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源



                      

  

泉控除していたと認められる厚生年金保険料額又は申立人の報酬月額のそ

れぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬

月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

   したがって、申立人の申立期間における標準報酬月額については、上記

の所得税源泉徴収簿の給与総支給額から、15 万円とすることが妥当であ

る。 

   一方、Ａ社は昭和 61 年 12 月 31 日に厚生年金保険の適用事業所でなく

なっており、申立期間においては適用事業所としての記録が無い。しかし、

同僚の雇用保険の加入記録及び同僚に対する照会結果から、同社は同日以

降においても５人以上の従業員がいることが確認できることから、当時の

厚生年金保険の適用事業所の要件を満たしていたものと認められる。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は不明としているが、申立期間においてＡ社は厚生年金保

険の適用事業所の要件を満たしていながら、社会保険事務所（当時）に適

用の届出を行っていなかったと認められることから、申立期間に係る保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7438 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、平成５年 10 月１日から８年 10 月１日までの期間につ

いて、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立

人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、当該期間に係

る標準報酬月額の記録を５年 10 月から６年 10 月までは 53 万円、同年 11

月から８年９月までは 59 万円に訂正することが必要である。 

   また、申立期間のうち、平成８年 10 月１日から同年 11 月１日までの期

間について、申立人は、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、当

該期間の標準報酬月額に係る記録を 59 万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る平成８年 10 月の厚生年金保険料（訂正

前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履

行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年 10 月１日から８年 11 月１日まで 

    ねんきん定期便で記録を確認したところ、Ａ社で勤務していた昭和

61 年１月６日から８年 10 月 31 日までの期間のうち、申立期間の標準

報酬月額が実際の給与額に比べて著しく低額になっているので、厚生年

金保険の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、平成５年 10 月１日から８年 10 月１日までの期間につ

いて、オンライン記録では、申立人の標準報酬月額は、当初、５年 10 月

から６年 10 月までは 53 万円、同年 11 月から７年 12 月までは 59 万円と

記録されていたところ、８年１月 23 日付けで７年 10 月から同年 12 月ま

でが９万 8,000 円に減額訂正処理され、その後、８年１月 29 日付けで５

年 10 月から７年９月までが９万 8,000 円に減額訂正処理されていること

が確認できる。 



                      

  

   また、事業主を含む５名についても、申立人と同様に、二度にわたって

遡って標準報酬月額が減額訂正処理されていることが確認できる。 

   さらに、管轄の年金事務所が保管している滞納処分票及び不納欠損決議

書によると、Ａ社では平成５年５月頃から社会保険料の滞納があったこと

や上記の訂正処理のうち、８年１月 23 日付けの処理に係る報酬月額変更

届があったことが確認できる上、当該期間当時の同社の社会保険事務担当

者は、「当時、社会保険料の滞納について社会保険事務所から指導があり、

高額所得者であった何名かの役員について標準報酬月額の減額をしたこと

を覚えている。」と供述している。 

   一方、商業登記簿謄本から、申立人が当該期間においてＡ社の取締役で

あったことが確認できるが、上記の社会保険事務担当者は、「標準報酬月

額の訂正を知っていたのは私と事業主だけであり、ほかの従業員は全く知

らなかった。」と供述していることから、申立人が当該遡及訂正処理に関

与していたとは考え難い。 

   これらの事実を総合的に判断すると、上記の二度にわたる遡及訂正処理

は事実に即したものとは考え難く、社会保険事務所において、当該遡及訂

正処理を行う合理的な理由は無く、有効な記録訂正があったとは認められ

ないことから、当該遡及訂正処理の結果として記録されている当該期間の

標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た、平成５年 10

月から６年 10 月までは 53 万円、同年 11 月から８年９月までは 59 万円に

訂正することが必要である。 

   なお、当該遡及訂正処理を行った日以降の最初の定時決定（平成８年

10 月１日）で、申立人の標準報酬月額は９万 8,000 円と記録されている

ところ、当該処理については遡及訂正処理との直接的な関係をうかがわせ

る事情は見当たらず、社会保険事務所の処理が不合理であったとは言えな

い。 

   申立期間のうち、平成８年 10 月１日から同年 11 月１日までの期間につ

いて、事業主は、「申立人については、平成８年 10 月についても、遡及

訂正前の同年９月の標準報酬月額と同額の標準報酬月額 59 万円に基づく

厚生年金保険料を控除した。」と回答している。 

   また、上記の社会保険事務担当者は、「平成８年 10 月については、保

険料は標準報酬月額 59 万円を基に控除していたと思う。」と供述してい

る。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、当該期間について、その主張

する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められる。 

   また、当該期間の標準報酬月額に係る記録については、上記の事業主の

回答及び上記訂正処理前の申立人のＡ社における平成８年９月の社会保険



                      

  

事務所の記録から、59 万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、申立てどおりの届出を行っていないと回答

していることから、事業主は、オンライン記録どおりの標準報酬月額に相

当する報酬月額を届け、その結果、社会保険事務所は申立人が主張する標

準報酬月額に見合う保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7439 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、平成３年 11 月 30 日から４年３月 26 日までの期間に

ついて、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、同

年３月 26 日であると認められることから、当該期間の資格喪失日に係る

記録を訂正することが必要である。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については 38 万円とすることが妥当で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年 11 月 30 日から４年４月 20 日まで 

    私は、平成３年 10 月１日から４年４月 19 日までＡ社に勤務していた

が、厚生年金保険被保険者記録を確認したところ、私が記憶する時期よ

りも前に被保険者資格を喪失していて、申立期間の記録が無い。申立期

間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、平成３年 11 月 30 日から４年３月 26 日までの期間に

ついて、雇用保険の記録及び同僚の証言により、申立人が、当該期間にお

いてＡ社に継続して勤務していたことが確認できる上、申立人が所持する

同年３月 25 日支給の給与明細書には、厚生年金保険料が控除されていた

旨の記載が確認できる。 

   一方、オンライン記録において、申立人を含めた４名の厚生年金保険被

保険者が、平成３年 11 月 30 日に被保険者資格を喪失していることが確認

できるところ、当該処理は、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなっ

た日（平成３年 11 月 30 日）より後の４年４月７日付けで行われているこ

とが確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人について、平成３年 11 月 30 日に

資格を喪失した旨の処理を行う合理的な理由は無く、当該喪失処理に係る

記録は有効なものとは認められないことから、申立人の資格喪失日は、雇



                      

  

用保険の記録における離職日の翌日である４年３月 26 日であると認めら

れる。 

   また、平成３年 11 月から４年２月までの標準報酬月額については、当

該喪失処理前の社会保険事務所（当時）の記録から 38 万円とすることが

妥当である。 

   一方、申立期間のうち、平成４年３月 26 日から同年４月 20 日までの期

間について、雇用保険の記録により、申立人のＡ社の離職日は、同年３月

25 日であることが確認できる。 

   また、Ａ社の元事業主は、「商業登記簿上、私が代表取締役となってい

るが、Ａ社の役員であった認識は無く、同社の経営には関与していない。

したがって、申立人も知らないし、同社における社会保険の取扱いについ

ても、一切分からない。」と回答している上、申立人及び当該元事業主が

同社の実質的経営者だったとする者に対する文書照会において、同人から

は回答を得ることができなかったことから、申立人の当該期間における勤

務実態及び厚生年金保険料控除について確認することができない。 

   このほか、申立人は、当該期間における厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持して

おらず、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7440 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められ

ることから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必

要である。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38 年４月１日から 40 年８月 16 日まで 

    平成 14 年に社会保険事務所（当時）に行ったところ、申立期間につ

いては脱退手当金として支給済みであるということを知った。 

    Ａ社を退職する際、会社から失業保険の説明を受けたが、脱退手当金

制度については知らなかったし、会社から説明も無かった。脱退手当金

が支給されたという時期は、長女が３歳、長男が生まれる＊か月前であ

り、子育てに忙しく、自分で請求手続をするような余裕は無かった。 

    調査の上、脱退手当金支給済みの記録を訂正してほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間の脱退手当金は、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪

失日から約４年２か月後の昭和 44 年 10 月３日に支給決定されたこととな

っており、事業主が申立人の委任を受けて代理請求したとは考え難い。 

   また、申立人は昭和 40 年９月＊日に婚姻し、改姓しているところ、申

立人に係る厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出簿、健康保険厚生年金

保険被保険者原票及び被保険者名簿の氏名は変更処理がなされておらず旧

姓のままであることから、申立期間の脱退手当金は旧姓で請求されたもの

と考えられるが、申立人が旧姓で脱退手当金を請求したとは考え難い。 

   さらに、脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険

被保険者期間をその計算の基礎とするものであるが、申立期間より前の２

回の被保険者期間についてはその計算の基礎とされておらず、未請求とな

っている。しかしながら、３回の被保険者期間のうち、２回の被保険者期

間を失念するとは考え難い。 

   これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7441 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、平成 13 年４月１日から 15 年５月 29 日までの期間に

ついて、申立人の標準報酬月額の記録を、13 年４月から 15 年３月までは

17 万円、同年４月は 22 万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、当該期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）

を納付する義務を履行していないと認められる。 

   申立期間のうち、平成 16 年１月１日から同年 10 月１日までの期間につ

いて、申立人の標準報酬月額の記録を、同年１月から同年７月までは 24

万円、同年８月は 22 万円、同年９月は 20 万円に訂正することが必要であ

る。 

   なお、事業主が申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納

付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 48 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 13 年４月１日から 15 年５月 29 日まで 

             ② 平成 16 年１月１日から同年 10 月１日まで 

    ねんきん定期便を見ると、Ａ社に勤務していた申立期間①及びＢ社に

勤務していた申立期間②の標準報酬月額の記録が、当時支給されていた

給与額より低いことに気が付いた。「勤務明細報告書および支払明細

書」（以下「給与明細書」という。）と預金通帳の写しを添付するので、

申立期間の標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人が所持する平成 14 年３月から 15 年４月ま

でに係る給与明細書から、総支給額及び厚生年金保険料控除額に見合う標

準報酬月額は、共にオンライン記録を上回っていることが確認できる。 

   また、申立人は、平成 13 年４月から 14 年２月までの給与明細書を所持



                      

  

していないものの、その所持する預金通帳により、オンライン記録の標準

報酬月額を上回る給与が振り込まれていることが確認できる。 

   さらに、申立人より前にＡ社で厚生年金保険被保険者資格を取得してい

る同僚の給与明細書から、当該同僚は、その資格取得日から申立期間①を

通して、総支給額及び厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額は、共

にオンライン記録を上回っていることが確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間①において、その主

張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められる。 

   また、申立期間①の標準報酬月額については、上記の給与明細書及び預

金通帳等から判断すると、平成 13 年４月から 15 年３月までは 17 万円、

同年４月は 22 万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は不明であると回答しているが、預金通帳に記録されてい

る給与振込額及び給与明細書において確認又は推認できる保険料控除額に

見合う標準報酬月額と社会保険事務所（当時）で記録されている標準報酬

月額が長期間にわたって一致していないことから、事業主は、給与明細書

等で確認又は推認できる保険料控除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、

その結果、社会保険事務所は、当該報酬月額に見合う保険料について納入

の告知を行っておらず、事業主は、当該期間に係る保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

   申立期間②について、申立人は、当該期間の標準報酬月額の相違につい

て申し立てているが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等

に関する法律に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録

の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認めら

れる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範

囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定

することとなる。 

   したがって、申立人の当該期間に係る標準報酬月額については、申立人

が所持する給与明細書の保険料控除額に見合う標準報酬月額から、平成

16 年１月から同年６月までは 24 万円、総支給額から同年８月は 22 万円、

同年９月は 20 万円とすることが妥当である。 

   また、給与明細書が無い平成 16 年７月については、申立人が所持する

前後の期間の給与明細書の保険料控除額から判断すると、24 万円とする

ことが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は不明と回答しており、このほかに確認できる関連資料及

び周辺事情が無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 



                      

  

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所に行った

か否かについては、これを確認できる関連資料等が無いことから行ったと

は認められない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7442 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、昭和 35 年１月９日から同年３月９日までの期間につ

いて、申立人は、当該期間の船員保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係

る記録を同年１月９日に、資格喪失日に係る記録を同年３月９日に訂正し、

当該期間の標準報酬月額を 7,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の船員保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 22 年３月 10 日から同年 10 月８日まで 

             ② 昭和 22 年 10 月８日から 23 年３月 27 日まで 

             ③ 昭和 23 年７月５日から 24 年１月５日まで 

             ④ 昭和 24 年２月 24 日から同年３月 28 日まで 

             ⑤ 昭和 24 年４月 12 日から同年６月 16 日まで 

             ⑥ 昭和 35 年１月９日から同年３月９日まで 

    平成 20 年頃、父親のねんきん特別便が送付されたので、長男である

私が父親から預かった船員手帳と特別便を照合したところ、複数の期間

について記録が抜けていることが判明した。父親は亡くなっているが、

生前に記録の無い期間については保険料を控除されていたことを聞いて

いる。船員手帳に記載の期間は勤務していたことは間違いないので、申

立期間を船員保険の被保険者として認めてほしい。 

   （注）申立ては、申立人の長男が、死亡した申立人の年金記録の訂正を

求めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間⑥について、申立人が所持する船員手帳から、申立人が当該期

間に、Ａ社所有の船舶Ｂに乗り組んでいたことが認められる。 

   また、申立人の同僚は、その所持する船員手帳の記録から、当該期間に

 



                      

  

申立人と同じ船舶に乗っていたことが確認できるところ、Ａ社における船

員保険被保険者名簿から、当該同僚は、当該期間において同社の船員保険

被保険者となっていることが確認できる。 

   さらに、Ａ社における船員保険被保険者名簿から、船舶Ｂの船長につい

ても、当該期間において同社の船員保険被保険者となっていることが確認

できる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、当該期間に係る船員保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、当該期間の標準報酬月額については、申立人が所持するＡ社にお

ける船員手帳の給与の記録から、7,000 円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る船員保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、Ａ社は既に解散している上、事業主の所在も不明であり確

認できないが、仮に、事業主から申立人に係る被保険者資格の取得届が提

出された場合には、その後、被保険者資格の喪失届も提出されていると思

われるところ、いずれの機会においても社会保険事務所（当時）が当該届

出を記録しておらず、これは通常の事務処理では考え難いことから、事業

主から当該社会保険事務所へ資格の得喪に係る届出は行われておらず、そ

の結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 35 年１月及び同年２月の

保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間⑥に係る

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

   一方、申立期間①について、申立人が所持する船員手帳から、申立人が

当該期間に、Ｃ社所有の船舶Ｄ及び船舶Ｅに乗り組んでいたことが認めら

れる。 

   しかし、Ｃ社は、昭和 24 年４月１日に船員保険の適用事業所となって

おり、船舶Ｄ及び船舶Ｅは、当該期間は適用船舶になっていないことが確

認できる。 

   また、申立人が乗船していた船舶Ｄ及び船舶Ｅの船長は、当該期間にお

いて船員保険被保険者となっていない。 

   さらに、当該申立てに係る同僚及び船長の所在が確認できず、申立人の

当該期間に係る船員保険の取扱いに関する証言を得ることはできない。 

   申立期間②について、申立人が所持する船員手帳から、申立人が当該期

間にＦ氏所有の船舶Ｇに乗り組んでいたことが認められる。 

   しかし、オンライン記録において船舶Ｇ及び同船の所有者の船員保険の

適用船舶の記録は見当たらない上、同船は、当該所有者が後年設立した法

人において初めて船員保険の適用事業所になっていることから、船舶Ｇは、

当該期間は適用船舶ではなかったと考えられる。 

   また、申立人が乗船していた船舶Ｇの船長は、当該期間において船員保

険被保険者となっていない。 



                      

  

   さらに、当該申立てに係る同僚及び船長の所在が確認できず、申立人の

当該期間に係る船員保険の取扱いに関する証言を得ることはできない。 

   申立期間③について、申立人が所持する船員手帳から、申立人が当該期

間にＨ社所有の船舶Ｉに乗り組んでいたことが認められる。 

   しかし、Ｈ社は昭和 24 年６月 25 日に船員保険の適用事業所となってお

り、船舶Ｉは、当該期間は適用船舶になっていないことが確認できる。 

   また、申立人が乗船していた船舶Ｉの船長は、オンライン記録及び船員

保険被保険者名簿から、資格取得日はＨ社が船員保険の適用事業所となっ

た日である昭和 24 年６月 25 日と確認できる。 

   さらに、当該申立てに係る同僚及び船長の所在が確認できず、申立人の

当該期間に係る船員保険の取扱いに関する証言を得ることはできない。 

   申立期間④について、申立人が所持する船員手帳から、申立人が当該期

間にＪ氏所有の船舶Ｋに乗り組んでいたことが認められる。 

   しかし、オンライン記録において、船舶Ｋ及びＪ氏が設立したＬ社が船

員保険の適用事業所となった日は、申立人が下船した時期より後（船舶Ｋ

は昭和 31 年２月１日、Ｌ社は 24 年７月１日が適用日）であるため、船舶

Ｋは、当該期間は適用船舶になっていないことが確認できる。 

   また、申立人が乗船していた船舶Ｋの船長は、当該期間において船員保

険被保険者となっていない。 

   さらに、当該申立てに係る同僚及び船長の所在が確認できず、申立人の

当該期間に係る船員保険の取扱いに関する証言を得ることはできない。 

   申立期間⑤について、申立人が所持する船員手帳から、申立人が当該期

間にＭ社所有の船舶Ｎに乗り組んでいたことが認められる。 

   しかし、Ｍ社は昭和 25 年 12 月１日に船員保険の適用事業所となってお

り、当該期間は適用事業所になっていないことが確認できる。 

   また、申立人が乗船していた船舶Ｎの船長は、当該期間において船員保

険被保険者となっていない。 

   さらに、当該申立てに係る同僚及び船長の所在が確認できず、申立人の

当該期間に係る船員保険の取扱いに関する証言を得ることはできない。 

   このほかに申立期間①から⑤までに係る船員保険料の控除を確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらを総合的に判断すると、申立人が船員保険被保険者として申立期

間①から⑤までに係る船員保険料を事業主により給与から控除されていた

ことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7443 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｃ社）本社に

おける厚生年金保険被保険者資格の取得日に係る記録を昭和 41 年 12 月

21 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万円とすることが必要であ

る。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41 年 12 月 21 日から 42 年１月 11 日まで 

    私の年金の記録を見ると、昭和 41 年 12 月 21 日に資格喪失になって

いるが、53 年 10 月まで継続してＡ社に勤務していた。申立期間につい

て、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｃ社の回答及び雇用保険の記録から判断すると、申立人は、Ａ社に継続

して勤務し（同社Ｂ工場から同社本社に異動）、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   なお、異動日については、申立人は異動直後の 12 月末にＡ社本社近く

の病院で治療を受けたと述べていること、及び同社の人事担当役員は、

「当社の人事異動日は、給与締切日（当時は毎月 20 日）の翌日であるこ

とが多い。」と述べていることから判断すると、昭和 41 年 12 月 21 日と

することが妥当である。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社本社における

昭和 42 年１月の社会保険事務所（当時）の記録から３万円とすることが

妥当である。 

   なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、申立期間における保険料納付の記録を保管



                      

  

しておらず不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情

は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6473 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 58 年 12 月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年 12月から 61年３月まで 

    私は、20 歳になった昭和 58 年＊月頃に区役所から国民年金に関する通

知が届いたか又は電話が掛かってきたことを契機に、国民年金の加入手続

を行ったはずである。国民年金保険料については、自宅に集金人が来るよ

うになったことから、毎月私がその集金人に保険料を納付していた。また、

申立期間当時は経済的にも苦しい時期であったことから、少し遅れてまと

めて保険料を納付した記憶があるにもかかわらず、申立期間が未加入で保

険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳になった昭和 58 年＊月頃に区役所から国民年金に関する

通知又は電話を受けたことを契機に、国民年金の加入手続を行い、自宅に来

た集金人に国民年金保険料を納付していたはずであるとしているが、申立人

は国民年金の加入手続についての具体的な主張が無い上、保険料の納付につ

いても、納付したとする保険料額が変遷していることなど記憶は曖昧である

ことから、申立期間の国民年金の加入状況及び保険料の納付状況が不明であ

る。 

   また、申立人の住所地の区が作成した申立人の国民年金被保険者名簿の異

動年月日が昭和 63 年２月であり、申立人は同年同月に国民年金の加入手続を

行ったと推認できることから、国民年金の加入時期についての申立人の主張

と一致しない上、申立人は、申立期間の当初から国民年金の加入手続が行わ

れるまで同一区内に居住しており、別の国民年金手帳記号番号が払い出され

ていたことをうかがわせる事情は無く、その形跡も見当たらない。 

   さらに、申立人が国民年金の加入手続を行ったと推認できる時点まで申立



 

  

期間は国民年金の未加入期間で、申立期間の国民年金保険料を納付すること

はできない。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、口頭意見陳述においても、申立期

間の保険料を納付していたとの心証を得ることができない上、ほかに申立期

間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6474 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 38 年３月から 41 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年３月から 41年３月まで 

    私の母親は、私が 20 歳になった昭和 38 年＊月頃に私の国民年金の加入

手続を行った。加入手続後の国民年金保険料については、母親が家族の分

と一緒に納付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳になった昭和 38 年＊月頃にその母親が、申立人の国民年

金の加入手続を行い、加入手続後の国民年金保険料については、その母親が

家族の分と一緒に納付していたと主張しているが、申立人は、国民年金の加

入手続及び保険料の納付に直接関与しておらず、申立人の加入手続を行い、

保険料を納付していたとするその母親は、既に他界していることから、申立

期間当時の国民年金の加入状況及び保険料の納付状況が不明である。 

   また、申立人の国民年金の加入手続が行われた時期は、申立人の国民年金

手帳記号番号の前後の番号が付与された任意加入被保険者の被保険者資格取

得日から、昭和 41 年５月から同年 12 月までの間と推認され、申立人の手帳

記号番号は、同年＊月に 20 歳に到達したその妹の手帳記号番号と連番で払い

出されていることが確認できることから、国民年金の加入手続時期が申立人

の主張する時期と一致しない上、別の手帳記号番号が払い出されていたこと

をうかがわせる形跡も見当たらない。 

   さらに、上述のとおり、申立人及びその妹の国民年金の加入手続は、同時

期に行われたと推認できる上、申立人は、その母親から申立期間の国民年金

保険料を遡って納付したと聞いた記憶は無いとしている。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関



 

  

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6475 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成３年４月から８年７月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年４月から８年７月まで 

    申立期間当時、私は学生だったが、父親が私の国民年金の加入手続を行

い、その後の国民年金保険料を納付してくれていたので、申立期間が未納

とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その父親が、学生が国民年金の強制適用となった平成３年４月

に申立人の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料についても納付して

いたとしているところ、その父親は、申立人の国民年金の加入手続について

は記憶が曖昧であり、保険料の納付については、納付書が送られてきたので

市役所内の金融機関で納付したとしている。 

   しかし、申立人の基礎年金番号は、厚生年金保険被保険者記号番号であり、

オンライン記録から、同番号に基づき申立人の国民年金被保険者記録が作成

されたのは、申立人が厚生年金保険被保険者の資格を喪失した平成 11 年８月

21 日以降の同年 10 月 18 日であることが確認でき、その時点では、申立期間

は時効により国民年金保険料を納付することができない期間となる上、申立

人に、国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらない。 

   また、申立人の所持する年金手帳は、平成８年８月１日に厚生年金保険被

保険者の資格を取得した際に交付されたものと推認でき、国民年金被保険者

の資格取得及び資格喪失についての記載が見当たらず、申立人はそれ以外の

手帳を所持していないとしている。 

   さらに、申立期間は 64 か月に及び、申立人は、申立期間を通じて同一市内

に居住しており、これだけの長期間にわたる事務処理を同一の行政機関が続

けて誤るとは考え難い。 



 

  

   加えて、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはでき

ない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6476 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成５年１月から同年７月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44年生 

    住    所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年１月から同年７月まで 

    私は、勤め先を平成４年 12 月末日に退職した後、５年１月に区役所で国

民年金の加入手続をし、国民年金保険料は納付書により郵便局から納付し

た。 

    国民年金の加入手続は母親と共に、また、国民年金保険料の納付は母親

や妹と共に行った記憶があるが、申立期間の保険料が未納とされているこ

とに納得できない。 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成４年 12 月末日に勤め先を退職し、翌月国民年金への加入手

続を区役所で行い、国民年金保険料を郵便局から納付していたと主張してい

る。 

   しかし、申立人の所持する年金手帳及びオンライン記録では、平成５年１

月に申立人が国民年金への加入手続を行った形跡が無いことから、申立期間

は国民年金の未加入期間で、国民年金保険料を納付することができない期間

である上、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせ

る形跡も見当たらない。 

   また、申立人が国民年金の加入手続を行ったとする区役所では、申立期間

当時、郵便局からの国民年金保険料の納付は取り扱っていなかったことが確

認でき、申立人の主張と一致しない。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、源泉徴収票等）が無く、ほかに申立人が申立期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6477（事案 5303の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 54 年 10 月及び同年 11月の国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年 10月及び同年 11 月 

    私は、申立期間について、私の父親が経営する会社に勤務していたこと

から、厚生年金保険に加入しているものと思っていたところ、時期は不明

であるが、申立期間が厚生年金保険に未加入であったことが判明したため、

区役所で国民年金の加入手続を行った。その際、担当窓口の職員から、

「国民年金保険料の納付が可能なうちに、遡って納付したらどうです

か。」と言われたことを憶
おぼ

えている。申立期間の保険料については、自宅

に送付されてきた納付書により 6,000 円から 8,000 円ぐらいを金融機関で

遡ってまとめて納付した。前回、申立てを行ったが、記録の訂正は認めら

れなかったことに納得できないため、再申立てを行う。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険に未加入であったことが判明

したため、区役所で国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料

を遡ってまとめて納付したと主張しているが、申立人の国民年金手帳記号番

号は、昭和 57 年６月に払い出されていることが確認できることから、その時

点において、申立期間は時効により保険料を納付することができない期間で

ある上、申立人は、加入手続を行った時期についての記憶が曖昧であること

などから、申立人が申立期間の保険料を納付していたものと認めることはで

きないとして、既に当委員会の決定に基づき、平成 23 年３月９日付けで年金

記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

   今回の申立てにおいて、申立人は、区役所で国民年金の加入手続を行い、

申立期間の国民年金保険料については、納付書により 6,000 円から 8,000 円

ぐらいを金融機関で遡ってまとめて納付したと主張し、保険料の納付に関し



 

  

ては、新たな資料や情報を提示しているわけではないが、当委員会において、

申立人の年金記録及び前回の申立内容に関して、再度調査を行ったものの、

委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立

人は、申立期間の保険料を納付していたものと認めることはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6478 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 59 年１月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59年１月から 61年３月まで 

    私は、居住していた市で、昭和 53 年８月に、国民年金に任意加入して継

続して国民年金保険料を納付していた。その後、60 年２月に他市に転居し

た際にも、転居先の区役所で国民年金の加入手続をして、保険料を継続し

て納付していたにもかかわらず申立期間の保険料が未納とされていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 53 年８月にＡ市で国民年金に任意加入後、60 年２月にＢ

市に転居後も継続して国民年金に加入し、申立期間の国民年金保険料を納付

していたはずであると主張しているが、Ａ市の年度別納付状況リストでは、

59 年１月 11 日に国民年金の被保険者資格を喪失していることが確認できる

上、Ｂ市においても基礎年金制度が導入された 61 年４月１日に第３号被保険

者の資格を取得するまで国民年金への加入記録は無く、これらの記録は、オ

ンライン記録とも一致しており、複数の行政機関で同一人の納付記録の事務

処理を誤ることは考え難い。 

   上記のことから、申立期間は国民年金の未加入期間で、国民年金保険料を

納付することはできない期間となり、申立人が申立期間の保険料を納付する

ためには、申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出される必要が

あるが、Ａ市及びＢ市で別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせ

る事情は見当たらず、その形跡も無い。 

   なお、申立人は、申立期間における国民年金保険料は２か月で 7,000 円ぐ

らいであったと述べているが、申立期間始期は２か月で１万 1,660 円、申立

期間終期は２か月で１万 3,480円であった。 



 

  

   また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7444 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、船員保険又は厚生年金保険の被保険者と

して船員保険料又は厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 21 年 10 月５日から 23 年１月１日まで 

    私は、知人の紹介で、船舶Ａに乗船することになり、昭和 21 年 10 月

５日から船舶所有者Ｂ氏（現在は、Ｃ社）のところへ行った。当時、同

船舶は改造されることになり、ドックに入ってしまったため、ほかの乗

組員と一緒に、ドック内でＤ業務に従事し、航海に出たのは、改造が終

わった 22 年 12 月頃だったと思う。 

    ところが、船員保険の記録では、昭和 23 年１月１日に資格取得とな

っており、それより前の記録が無い。また、乗船していなかった期間は

厚生年金保険の被保険者だったかもしれないが、厚生年金保険の被保険

者記録も無い。 

    調査の上、申立期間を船員保険又は厚生年金保険の被保険者期間とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「船舶Ａは、昭和 22 年 12 月頃までドック内で修理されてお

り、同船舶の乗組員と一緒にＤ業務に従事していた。」と供述していると

ころ、申立人が挙げた同僚の一人が、「同船舶が航海に出るまでの期間、

Ｄ業務をしたような気がする。申立人がいつからいつまで勤務したかは分

からないが、私の船員手帳では、同船舶の雇入日が昭和 22 年 12 月 15 日

となっており、同日から乗船したと思う。申立人も一緒に乗船した気がす

る。」と供述していることから、期間は特定できないものの、申立人が、

同船舶に係る業務に従事していたことはうかがわれる。 

   しかしながら、オンライン記録及び船舶所有者Ｂ氏に係る船員保険被保



                      

  

険者名簿から、上記の同僚の船員保険被保険者資格の取得日は昭和 23 年

１月１日であり、申立期間は船員保険及び厚生年金保険のいずれの被保険

者にもなっていないことが確認できる上、当該同僚は、「被保険者資格を

取得するまでの期間において、保険料が控除されていた記憶は無い。」と

供述している。 

   また、オンライン記録によると、Ｃ社は、昭和 29 年２月１日に厚生年

金保険の適用事業所となっており、申立期間については適用事業所ではな

かったことが確認できる。 

   さらに、Ｃ社は、「申立期間当時の資料は保管していない。」と回答し

ており、申立人に係る人事記録及び給与関係書類等を確認することができ

ない上、申立人も、申立期間に係る勤務実態及び船員保険料又は厚生年金

保険料の控除について確認できる給与明細書等の資料を所持していない。 

   このほか、申立人の申立期間における船員保険料又は厚生年金保険料の

控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が船員保険又は厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る船

員保険料又は厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

を認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7445 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 34 年４月１日から同年７月 17 日まで 

             ② 昭和 39 年２月 21 日から同年７月 27 日まで 

             ③ 昭和 40 年 10 月 14 日から同年 11 月１日まで 

             ④ 昭和 44 年７月 20 日から同年 11 月６日まで 

    厚生年金保険の記録によると、申立期間①は、私が中学校卒業後にＡ

社に勤務した期間だが、当該期間が被保険者期間となっていない。 

    申立期間②は、Ｂ社に昭和 39 年２月 21 日から勤務したが、資格取得

日が同年７月 27 日となっており、当該期間が被保険者期間となってい

ない。 

    申立期間③及び④は、Ｃ社に昭和 40 年 10 月 14 日から 44 年 11 月５

日まで勤務していたが、当該期間が被保険者期間となっていない。 

    私は、中学校卒業後すぐに就職し、転職の際には期間を空けないよう

にしてきたので、申立期間①から④までが被保険者期間となっていない

ことに納得できない。 

    調査の上、申立期間①から④までを厚生年金保険の被保険者期間とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、複数の同僚の供述から、期間は特定できないもの

の、申立人がＡ社に勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、Ａ社は、「当時の従業員名簿及び届出資料に、申立人の

名前は見当たらない。」と回答しているところ、オンライン記録によると、

申立人と一緒に昭和 34 年４月に入社したと供述している同僚の資格取得

日は、入社日から９か月後となっている。 

   このことから、当時、Ａ社では、入社後すぐには厚生年金保険に加入さ



                      

  

せていなかったことがうかがえる。 

   申立期間②について、申立人は同僚の名前を記憶しておらず、Ｂ社に係

る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から複数の同僚に照会したものの、

申立人が当該期間において同社に勤務していたことを記憶している者がい

ないことから、申立人の同社における当該期間の勤務実態を確認すること

ができない。 

   また、複数の同僚が、「入社後６か月の見習期間があった。」、「厚生

年金保険の資格取得日よりも数箇月前から勤務していた。」と供述してい

ることから、当時、Ｂ社では、入社後すぐには厚生年金保険に加入させて

いなかったことがうかがえる。 

   さらに、複数の同僚が、厚生年金保険の被保険者資格を取得するまでの

期間は、｢給与から厚生年金保険料が控除されていたことを覚えていな

い。｣と供述している。 

   加えて、Ｂ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、当

時の事業主の連絡先も不明であるため、申立人に係る人事記録及び厚生年

金保険料の控除を確認することができない。 

   申立期間③及び④について、申立人は同僚の名前を記憶しておらず、Ｃ

社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票から複数の同僚に照会したも

のの、申立人が当該期間において同社に勤務していたことを確認できる具

体的な供述を得ることはできなかった。 

   また、Ｃ社は、「当時、中途採用の社員は、毎月１日付けで厚生年金保

険に加入させていた。」と回答しているところ、上記被保険者原票による

と、当時の被保険者の資格取得日は１日付けとなっており、月の途中が資

格取得日となっている者はいないことが確認できる。 

   さらに、Ｃ社が提出した厚生年金保険被保険者管理台帳及びＤ健康保険

組合が提出した被保険者台帳によると、申立人の資格取得日は昭和 40 年

11 月１日、資格喪失日は 44 年７月 20 日と記載されており、オンライン

記録と一致している上、上記管理台帳には、当該資格喪失日から約 10 日

後に厚生年金保険被保険者証を申立人に手渡した旨の記録が確認できる。 

   加えて、申立人は、申立期間①から④までにおける厚生年金保険料の控

除について確認できる給与明細書等の資料を所持していない。 

   このほか、申立人の申立期間①から④までにおける厚生年金保険料の控

除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①から④までに係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはで

きない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7446 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47 年 10 月１日から 48 年９月１日まで 

    Ａ社では、毎年ベースアップがあったので、給与が下がることは無か

ったが、厚生年金保険の記録では、それまで６万 8,000 円だった標準報

酬月額が、申立期間においては６万 4,000 円に下がっているのはおかし

い。 

    調査の上、申立期間の標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ社では、毎年ベースアップがあったにもかかわらず、厚生

年金保険の記録では、昭和 47 年 10 月から 48 年８月までの標準報酬月額

が、47 年９月までの標準報酬月額（６万 8,000 円）より下がり、６万

4,000 円となっていることはおかしいと主張している。 

   しかしながら、Ａ社が提出した社会保険料控除データによると、申立人

は、申立期間において、オンライン記録における標準報酬月額（６万

4,000 円）に見合う厚生年金保険料を控除されていたことが確認できる。 

   また、Ｂ厚生年金基金が提出した申立人の加入員台帳及び中脱記録照会

（回答）によると、申立期間に係る報酬給与月額は６万 4,000 円となって

おり、オンライン記録と一致している。 

   さらに、Ａ社に係る申立人の健康保険厚生年金保険被保険者原票による

と、申立人の申立期間に係る標準報酬月額について、遡った訂正等の不自

然な処理が行われた形跡は見当たらない。 

   このほか、申立期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当た



                      

  

らない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7447 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 11 年１月５日から 12 年７月１日まで 

    私は、平成 11 年１月５日から 13 年３月 30 日まで、派遣社員として

Ａ社（現在は、Ｂ社）で勤務していた。しかし、このうち、12 年７月

１日から 13 年３月 31 日までの期間は、派遣元事業所であるＣ社の厚生

年金保険被保険者期間となっているにもかかわらず、申立期間は、派遣

元の事業所名は記憶していないが、厚生年金保険被保険者期間となって

いない。Ａ社に勤務していたことは間違いないので、調査の上、申立期

間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社及び同社が申立人の申立期間における派遣元事業所であったとする

Ｄ社の元事業主の回答から、申立人が申立期間において、同社の派遣社員

としてＡ社に勤務していたことは認められる。 

   しかし、Ｄ社の元事業主は、「同社では、派遣社員については厚生年金

保険に加入させない取扱いであったため、派遣社員であった申立人に係る

厚生年金保険の加入の届出を行っておらず、保険料を控除していない。」

と回答している。 

   また、Ｂ社が、当時、申立人と同様にＤ社の派遣社員であったと回答し

た者は、オンライン記録において、同社の厚生年金保険被保険者となって

いないことが確認できる。 

   さらに、申立人は、申立期間における厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等を所持しておらず、

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



                      

  

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7448 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42 年６月 21 日から同年 12 月 21 日まで 

    私は、昭和 41 年 11 月１日に、Ｃ市にあったＡ社（現在の名称は、Ｂ

社）の本社に入社し、同年 12 月頃に、42 年１月に完成するＤ市の新工

場で管理業務を担当するよう命ぜられ、同年１月４日から新工場に勤務

した。同年 12 月 20 日に退職するまで継続して勤務していたにもかかわ

らず、申立期間の厚生年金保険被保険者記録が無い。給与明細書等は残

っていないが、勤務していたことは間違いないので、調査の上、申立期

間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間において、Ａ社に継続して勤務していたと述べてい

る。 

しかし、Ｂ社は「当社で確認できるＡ社の労働者名簿は、昭和 50 年頃

のものからしか残っておらず、申立人の記録は確認できなかった。」と回

答している上、当時の代表取締役も「申立人を覚えておらず、当時の資料

も無いため、不明。」と回答していることから、申立人の申立期間に係る

勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

また、雇用保険の加入記録において、申立人のＡ社における離職日は、

昭和 42 年６月 20 日であることが確認でき、オンライン記録と符合する。 

さらに、申立期間当時、Ａ社の厚生年金保険被保険者であったことが確

認でき、連絡先が判明した者 28 人に対する同僚調査においても、申立期

間における申立人の同社での勤務実態及び厚生年金保険料控除の状況につ

いての証言を得ることができなかった。 

このほか、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給



                      

  

与から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持してお

らず、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7449 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52 年９月１日から同年 10 月１日まで 

    私は、昭和 47 年８月にＡ社（現在は、Ｂ社）にＣ職として入社し、

同社がＤ部門とＥ部門に分社化した際、Ｆ社に転籍となり、平成 12 年

６月に定年退職した。厚生年金保険の記録では、申立期間の記録が無い

が、社名が変わっただけで、勤務地及び業務内容に変更は無く、継続し

て勤務していたので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された人事記録、複数の同僚の供述及び雇用保険の記録か

ら、申立人は、昭和 52 年９月１日にＡ社からＦ社へ転籍し、申立期間に

おいて同社に継続して勤務していたことが認められる。 

   しかしながら、Ｆ社に係る事業所別被保険者名簿によると、同社は、昭

和 52 年 10 月１日に厚生年金保険の適用事業所になっており、申立期間に

ついては適用事業所ではないことが確認できる。 

   また、Ｆ社から提出された賃金台帳によると、申立人は、申立期間に係

る厚生年金保険料を給与から控除されていないことが確認できる。 

   さらに、オンライン記録によると、申立人と同様に、Ａ社において昭和

52 年９月１日に厚生年金保険被保険者資格を喪失し、Ｆ社において同年

10 月１日に同資格を取得している被保険者が 24 名確認できるところ、い

ずれも申立期間については厚生年金保険の被保険者となっていない上、上

記の賃金台帳において、申立期間に係る厚生年金保険料を給与から控除さ

れていないことが確認できる。 

   加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 



                      

  

   このほか、申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7450 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 27 年４月１日から 28 年５月頃まで 

    私は、昭和 26 年９月１日から 28 年５月頃までの期間において、Ａ事

業所でＢ職として住み込みで勤務していたが、厚生年金保険被保険者の

資格喪失日が 27 年４月１日となっているので、申立期間について、厚

生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間においてもＡ事業所に継続して勤務していたと主張

している。 

   しかしながら、Ａ事業所に係る厚生年金保険関係の資料を管理するＣ事

務所が保管する厚生年金保険被保険者台帳では、申立人は、昭和 26 年９

月１日に厚生年金保険の被保険者資格を取得し、27 年４月１日に同資格

を喪失した記録となっており、オンライン記録と一致する。 

   また、申立人は、Ａ事業所を紹介してくれた同僚の名前を記憶している

ところ、その同僚は、申立人と同じく昭和 27 年４月１日に同事業所にお

ける厚生年金保険被保険者の資格を喪失していることが確認できるが、住

所が不明であるため、申立人の申立期間における勤務実態及び保険料控除

について確認することができない上、同事業所の健康保険厚生年金保険事

業所別被保険者名簿に被保険者記録があり、住所が判明した複数の同僚に

聴取しても、申立人の申立期間における勤務実態及び保険料控除について

証言を得ることができない。 

   さらに、Ａ事業所の被保険者 136 名のうち 41 名は、昭和 27 年４月１日

より前に被保険者資格を喪失し、残りの 95 名は、申立人と同じく同年４

月１日に同資格を喪失していることが確認でき、同日以降に同事業所にお



                      

  

いて被保険者記録のある者はいない。 

   なお、昭和 27 年４月１日に多数の者がＡ事業所における厚生年金保険

の被保険者資格を喪失した事由について、申立人は特段の記憶は無いと供

述している上、同事業所において被保険者記録がある複数の同僚に対する

照会でも当時の事情は判明しなかった。 

   また、Ｄ事務所が管轄するＡ事業所以外の健康保険厚生年金保険被保険

者名簿を調査したが、申立期間において申立人の被保険者記録は確認する

ことができない。 

   さらに、申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを示す給与明細書等を所持していない。 

   このほか、申立人の申立期間に係る勤務実態及び保険料控除をうかがえ

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7451 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 31 年２月１日から同年 12 月 31 日まで 

    最終事業所のＡ社については、先に退職した元同僚から脱退手当金が

受給できることを教えてもらい、自分でＢ社会保険事務所（当時）へ行

って手続をしたが、Ｃ社については受給していないので、申立期間の記

録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が受給を認めている期間と申立期間は、オンライン記録上、合算

して脱退手当金が支給されたこととなっているところ、申立人が受給を認

めていないＣ社の厚生年金保険被保険者台帳には、脱退手当金の算定のた

めに必要となる標準報酬月額等を、社会保険庁（当時）から当該脱退手当

金を裁定した社会保険事務所（当時）へ回答したことが記録されているほ

か、申立人が受給を認めているＡ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿

には、脱退手当金の支給を意味する「脱」の表示が記されているとともに、

申立人が受給を認めている期間のみで脱退手当金を受給していたことはう

かがえないことから、申立期間も併せて受給したと考えるのが自然である。 

   また、申立期間及び受給を認めている期間を合算した期間数は脱退手当

金の対象月数と一致している。 

   さらに、申立人から聴取しても、申立期間を含む脱退手当金を受給した

ことを疑わせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7452 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 20 年１月 30 日から同年４月１日まで 

    私は、昭和 19 年から 20 年３月 31 日までＡ社（現在は、Ｂ社）に勤

務したはずなのに、同社の厚生年金保険被保険者記録が３か月しかない。

同社には 10 か月以上勤務していたので、申立期間を厚生年金保険被保

険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間が３か月しかない

が、同社には 10 か月以上勤務していた旨を述べているところ、同社にお

ける健康保険労働者年金保険被保険者名簿によると、申立人は昭和 19 年

１月１日に健康保険の被保険者資格を取得しており、当該資格取得日から

厚生年金保険の被保険者資格喪失日までの期間は 13 か月間となることが

確認できる。 

   一方、上記の被保険者名簿から申立期間に厚生年金保険の被保険者記録

のある者７名を抽出し、申立人の勤務実態等について調査した結果、３名

から回答を得たが、このうち１名から申立人を知っているとの回答を得た

ものの、申立人が申立期間においてＡ社に勤務し、事業主により給与から

保険料を控除されていたことがうかがえる証言は得られなかった。 

   また、Ｂ社は、申立人の勤務実態、厚生年金保険の届出及び保険料控除

等について、資料が保管されていないため不明であると回答している。 

   このほか、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控

除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7453 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34 年８月１日から 35 年８月まで 

    私は、昭和 34 年５月１日から 35 年８月まで、Ａ社に継続して勤務し

ていたにもかかわらず、勤務した期間のうち、申立期間が厚生年金保険

被保険者期間になっていないので、申立期間を被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   元同僚の証言から、期間は特定できないものの、申立人がＡ社に勤務し

ていたことはうかがえる。 

   しかし、申立人と同様の業務に就いていたとする同僚も、「私は、申立

期間においてもＡ社に勤務していた。」と述べているにもかかわらず、申

立人と同日の昭和 34 年８月１日に被保険者資格を喪失している。 

   また、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、当時

の事業主も既に死亡していることから、申立人の勤務実態及び厚生年金保

険料控除について確認することができない。 

   さらに、申立人が同僚として名前を挙げた者を含むＡ社の元従業員に文

書照会したものの、申立人の申立期間における厚生年金保険料控除をうか

がえる証言を得ることができなかった。 

   このほか、申立人は、申立期間における厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料を所持して

おらず、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除をうかがえる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7454 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38 年３月 21 日から 44 年１月 21 日まで 

    平成 15 年に社会保険事務所（当時）から年金記録の回答を受け取っ

た際、申立期間については脱退手当金が支給された記録になっているこ

とを知った。同じ会社に勤め、ほぼ同じ時期に退職した妹は脱退手当金

を受給していないのに、私だけ脱退手当金を受給したとは考え難い上、

自身で請求手続をしたことや、お金を受け取ったことも記憶に無いので、

申立期間の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が勤務していたＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票に

おいて、申立人の整理番号の前後 40 番以内の女性被保険者のうち、申立

人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和 44 年１月 21 日の前後２

年以内に資格喪失し、脱退手当金の受給要件を満たしている８名について

脱退手当金の支給記録を調査したところ、６名に脱退手当金の支給記録が

確認でき、６名全員が資格喪失日から５か月以内に脱退手当金が支給決定

されている。 

   また、上記６名のうち連絡が取れた者が、「会社の事務担当者から脱退

手当金制度に関する説明を受けた。会社で請求手続をしてもらい、お金も

会社から手渡しで受け取った。」と供述していることから、申立人につい

てもその委任に基づき事業主による代理請求がなされた可能性が高いもの

と考えられる。 

   さらに、申立人のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票には、

脱退手当金の支給を意味する表示が記されているとともに、脱退手当金の

支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格



                      

  

喪失日から約４か月後の昭和 44 年５月２日に支給決定されているなど、

一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   加えて、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7455 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49 年２月１日から 52 年７月 21 日まで 

    私がＡ社に勤務した期間については、国民年金保険料を納付したが、

同社が発行した昭和 51 年の源泉徴収票の社会保険料の金額欄には、保

険料控除の記載があることから、申立期間は厚生年金保険被保険者期間

となっていたと思われる。 

    調査の上、申立期間について、厚生年金保険被保険者期間に訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が提出した源泉徴収票、名刺、旅券の出入国記録及び事業主の供

述から判断すると、申立人が申立期間において、Ａ社に勤務していたこと

は認められる。 

   しかしながら、オンライン記録によると、申立期間において、Ａ社は厚

生年金保険の適用事業所になっていなかったことが確認できる。 

   また、Ａ社の事業主は、「申立期間当時は、厚生年金保険の適用事業所

ではなかったので、私も含め従業員は各自で国民年金に加入し、給与から

厚生年金保険料は控除していなかった。当時の事務担当者に確認したとこ

ろ、源泉徴収票については、年末調整の際に、従業員に対して、自身で納

付した国民年金や国民健康保険料の納付証明を提出するよう案内をしてお

り、納付金額が確認された場合に、社会保険料の金額欄に各自の納付額を

記入していた。」と回答している。 

   さらに、申立人が提出した源泉徴収票に記載された社会保険料の金額は、

当該徴収票に記載された給与支払額から算定される厚生年金保険料額に見

合う額とはなっていない。 



                      

  

   加えて、Ａ社は当時の賃金台帳等の資料を保管していないと回答してお

り、申立人も申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持していない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7456 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29 年 11 月 13 日から 32 年１月１日まで 

    私は、申立期間に、Ａ社の社員としてＢ市のＣ事業所内でＤ業務をし

ていたにもかかわらず、厚生年金保険の被保険者期間となっていないの

で、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間において、Ａ社の従業員として、Ｂ市Ｃ事業所内で

Ｄ業務に従事していたと主張しているところ、同事業所内の事業組合が、

「Ａ社は、50 年ほど前に、Ｃ事業所内でＤ業務を行っていた。」と回答

していることから、申立期間当時、同社がＣ事業所内で業務を行っていた

ことはうかがえる。 

   しかしながら、オンライン記録によると、Ａ社は、厚生年金保険の適用

事業所であったことが確認できない。 

   また、申立人は、事業主及び同僚の氏名を記憶しておらず、Ａ社の商業

登記の記録も確認できないことから、申立人の申立期間における勤務実態

及び厚生年金保険料の控除について確認することができない上、申立人が

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた事実を確認できる

給与明細書等の資料も無い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7457 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49 年３月 31 日から同年４月１日まで 

    私は、昭和 46 年３月にＡ社へ正社員として入社し、49 年３月 31 日

まで勤務した。しかし、ねんきん定期便の記録では、同年３月の厚生年

金保険の記録が欠落している。同年３月 31 日まで勤務していたのは間

違いないので、調査の上、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人のＡ社に係る雇用保険被保険者記録では、申立人の離職日は昭和

49 年３月 30 日となっており、オンライン記録と符合する。 

   また、Ａ社が保管する厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書では、

厚生年金保険被保険者の資格喪失日は昭和 49 年３月 31 日となっており、

雇用保険の記録と符合している。 

   さらに、Ａ社は、上記の確認通知書のほかに申立人に係る当時の資料を

保管していないと回答していることから、申立期間における給与からの厚

生年金保険料の控除について確認することができない。 

   このほか、申立人は、申立期間における厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料を所持して

おらず、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7458 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34 年３月から 37 年 11 月まで 

    私は、同級生の紹介でＡ社に入社し、勤務していたにもかかわらず、

厚生年金保険の記録では、申立期間の被保険者記録が欠落しているので、

調査の上、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、同級生の紹介でＡ社に入社し、申立期間において勤務し、厚

生年金保険に加入していたとして申し立てている。 

   しかしながら、Ａ社は、平成８年６月１日に厚生年金保険の適用事業所

ではなくなっており、同社の代表取締役の代理人は、申立期間当時の資料

は無い旨の回答をしている上、申立人を同社に紹介したとする上記の同級

生も既に死亡していることから、申立人の申立期間における勤務実態及び

厚生年金保険料控除について確認することができない。 

   また、申立人は、上記の同級生以外の同僚等の氏名を記憶していないこ

とから、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立期

間に同社の厚生年金保険被保険者であることが確認でき、連絡先が判明し

た 59 名に照会したが、申立人の勤務実態をうかがえる証言を得ることが

できない。 

   さらに、申立人のオンライン記録において、申立期間の後に厚生年金保

険被保険者資格を取得したことが確認できる事業所から提出された申立人

に係る登録票の職歴欄には、昭和 34 年４月から 38 年３月までＢ業を営む

事業所に勤務した旨が記載されており、Ａ社に係る記載は無い。 

   加えて、Ａ社の申立期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に、

申立人の氏名は見当たらず、健康保険の番号に欠番も無い。 



                      

  

   このほか、申立人は、申立期間における厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを確認できる給料明細書等の資料を所持して

おらず、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 


